
 
 
 

一般国道１５３号伊駒アルプスロードに係る計画段階環境配慮書 

に対する環境大臣意見 

 

一般国道１５３号伊駒アルプスロードは、長野県駒ヶ根市北の原を起点とし、同県伊那市

青島を終点とする約 11km の道路を整備する事業である。本路線は、伊南バイパスと伊那バ

イパスを結び、一般国道１５３号の混雑解消、円滑で安全な交通の確保等を目的に計画され

ており、今後、適切な将来交通量に基づき、本目的に即した詳細な事業検討を行う必要があ

る。 

本ルート帯及びその周辺の地域は、中央アルプス、南アルプスに挟まれた伊那谷に位置し、

天竜川水系によって河岸段丘が形成されている。低地は主に農地利用、台地には市街地が形

成され、一般国道１５３号周辺は都市計画の住居専用地域及び住居地域に指定されている。 

本事業は、このような地域において、約 11km の一般国道を整備するものであり、主に、

住居系地域及び集落における自動車騒音及び排気ガスによる生活環境への影響、田園地域に

おける動物、景観及び人と自然との触れ合いの活動の場への影響が想定される。 

本配慮書では、現道活用ルート及び天竜川沿いルートの複数案を設定しており、本事業計

画の更なる検討に当たっては、以下の措置を適切に講ずるとともに、それら措置の内容につ

いて方法書以降の図書に記載すること。 

 

１．対象事業実施区域の設定 

今後の詳細なルート及び構造の検討を踏まえた対象事業実施区域の設定に当たっては、

環境の保全上重要と考えられる以下の①～⑤の区域について、事業の影響を回避又は極力

低減すること。 

① 市街地、集落 

② 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設（社会福祉施設等を

含む）、住居 

③ 重要な動物の生息地、重要な植物の生育地 

④ 景観資源、人と自然との触れ合いの活動の場、重要な史跡 

⑤ 駒ヶ根市景観計画「景観育成重点地区」、伊那市景観計画「景観育成住民協定地区」 

 

２．環境影響評価の項目の選定 

  設定した対象事業実施区域又はその周囲において、上記の１．①～⑤の重要な保全対象

が存在する場合には、環境影響評価の項目の選定に当たって考慮するものとし、本事業に

伴い影響を受けるおそれのある大気質、騒音、振動、水質、地形及び地質、日照阻害、動

物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場その他環境要素に係る項目か

ら、環境影響評価の項目を適切に選定すること。 

 

３．各論 

  今後の詳細なルート及び構造の検討並びに上記の２．を踏まえた方法書以降の調査、予

測及び評価に当たっては、以下について、特に留意すること。 

（１）大気質及び騒音 

   本ルート帯及びその周辺の地域は、都市計画の住居専用地域及び住居地域に指定され

別紙 



 
 
 

た住居環境を保全する地域並びに集落が存在し、学校、病院その他の環境の保全につい

ての配慮が特に必要な施設及び住居（以下「保全対象」という。）が立地していること

から、本事業の実施に伴う保全対象への自動車騒音及び排気ガスの影響を回避又は低減

するため、詳細なルート及び構造の検討に当たっては、下記（ⅰ）及び（ⅱ）に特に留

意するとともに、方法書以降の手続きにおいては、保全対象の立地状況等を踏まえ、特

に影響を受けるおそれのある保全対象への影響を適切に把握するために必要な調査を

実施した上で、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること。 

（ⅰ）天竜川右岸部について 

    宮田村中心市街地付近の一般国道１５３号は約20,000台/日の現況交通量があり、

沿道は都市計画の第一種住居地域に指定され保全対象が集中して立地している。こ

のため、現道活用ルートは、天竜川沿いルートと比較して、現道拡幅に伴う自動車

騒音及び排気ガスの影響が大きくなるおそれがあることから、現道活用ルートの採

用可否の判断に当たっては、保全対象への影響を回避又は極力低減できるか慎重に

検討すること。また、天竜川沿いルートを採用する場合においても、当該ルート帯

及びその周辺の地域には集落等住居系の利用地域が存在しており、道路設置に伴う

自動車騒音及び排気ガスの影響が生じるおそれがあることから、保全対象への影響

を回避又は極力低減するよう検討すること。 

（ⅱ）天竜川左岸部について 

本ルート帯及びその周辺の地域には、集落等住居系の利用地域が存在しており、

道路設置に伴う自動車騒音及び排気ガスの影響が生じるおそれがあることから、保

全対象への影響を回避又は極力低減するよう検討すること。 

 

（２）動物 

本ルート帯及びその周辺の地域には、ミヤマシジミ等希少な昆虫類、ギンブナ等希少

な魚類、セッカ等希少な鳥類等重要な動物の生息地が確認されている。また、河岸段丘

林が連続して分布しており、野生生物が重要な移動経路として利用している可能性が考

えられる。このため、本事業の実施に伴うこれら重要な動物への影響を回避又は低減す

るため、詳細なルート及び構造の検討に当たっては、生息地の改変及び水の濁りの抑制

に配慮するとともに、方法書以降の手続きにおいては、専門家等からの助言を踏まえて

調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること。 

 

（３）景観及び人と自然との触れ合いの活動の場 

本ルート帯及びその周辺の地域は、中央アルプス、南アルプス、河岸段丘林等伊那谷

特有の眺望景観を有し、人と自然との触れ合いの活動の場が存在している。また、景観

計画区域に指定され、良好な景観の形成が求められる地域である。このため、本事業の

実施に伴うこれら眺望景観及び活動の場への影響を回避又は低減するため、詳細なルー

ト及び構造の検討に当たっては、本地域の景観との調和を図り、人と自然との触れ合い

の活動の場の機能を低下させないよう配慮するとともに、方法書以降の手続きにおいて

は、眺望点及び活動の場並びにそれらの利用状況を適切に把握するために必要な調査を

実施した上で、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討すること。 


